
各地区中学校新人体育への地域クラブ活動の参加資格の特例

◎地域クラブ活動に所属する中学生

(1) 沖縄県中学校体育大会にて参加が認められている競技種目に限る。

(2) 地域クラブ活動に所属し、各地区中体連大会に参加を認められた生徒であること。

(3) 大会の参加を希望する地域クラブ活動は以下の条件を具備すること。

① 大会の参加を認める条件

ア 県・地区中学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。

イ 沖縄県中体連加盟の学校に在籍している中学生であること。

ウ 地域クラブ活動にあっては、日常継続的に代表者もしくは指導資格を有する指導者の指導のもとに、適切に

行われていること。

エ 『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン』（令和４年１２月２７

日スポーツ庁・文化庁発出）の「Ⅱ新たな地域クラブ活動」を遵守していること。

※中学校体育連盟の活動や本大会の目的を踏まえ、勝利至上主義の活動・参加とならないように十分留意す

ること。

オ 地域クラブ活動の指導者は、各中央競技団体の倫理規程等に基づいて、沖縄県各競技団体等から処分を受け

ていない者であることとする。

カ 当該競技を管轄する中央競技団体もしくは沖縄県競技団体に登録されていること。かつ同じ内容で地区中学

校体育連盟に登録していること。

キ 競技役員や審判など運営上必要な事項に協力すること。

ク 地域クラブ活動で大会に参加する場合、在籍中学校での大会参加は認めない。その逆も同様である。

※同一人物が複数競技に参加することも認めない（駅伝競技は除く）。

ケ 沖縄県中学校体育連盟の各競技部が定める大会参加細則を満たしていること。

② 大会に参加した場合に守るべき条件

ア 各地区中学校体育大会開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に従うとともに、大会の

円滑な運営に協力すること。※監督会には必ず参加すること。

イ 大会参加に際して、地域クラブ活動においては、責任ある代表者・指導者が生徒を引率すること。また、万

一の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして、万全の事故対策を立てておくこと。

ウ 大会開催に要する経費については、必要に応じて、応分の負担をすること。

エ 団体競技における地域クラブ活動での出場は１チームのみとする。（複数のチームの参加はできない）

また、同一人物が複数のチームで参加することはできない。

オ 地域クラブ活動の監督・コーチが、複数チームに登録することは認めないものとする。（体操・新体操のコ

ーチについては、複数チームの登録を認める）

③ 参加申込に際して、参加条件に虚偽の内容が判明した場合は参加を認めない。

※１ この特例は、令和６年９月７日より適用する。

※２ この特例は、競技部ごとに大会参加に関する細則を加えることができる。

※３ この特例は、今後も検討を続けていく。



月日

方針の決定

関係機関

への送信

地域クラブ活動

への送信

登録申請

審議

10月上旬

から
登録チームの公表

申込

抽選

11月9日～ 大会

地区中学校新人体育大会における地域クラブ活動参加に伴う流れについて

内　　　　　　　容

9月

県中体連評議員会において、地区中学校新人体育大会における地域クラブ活動参加の方針を決定

各　　地　　区　　中　　学　　校　　新　　人　　体　　育　　大　　会

沖縄県中学校体育連盟及び各地区中学校体育連盟は、各地区へ申込があった登録希望チームの審議

①各地区中体連は、審議の結果を登録認定申請書を受け取った際のメールアドレスに返信

②各地区中体連ホームページに登録チームの一覧の掲載

③関係機関に登録チームの通知（各地区で判断）

10月下旬

から

各　地　区　申　込　　※申込様式や申込〆切は各地区ＨＰに掲載

抽　　選　　会　　※　本　部　抽　選

県中体連は「令和６年度各地区中学校新人体育大会における地域クラブ活動の参加について」を送信

送信先：各中学校、県スポーツ協会、各競技団体、各地区中体連、県市町村教育委員会、各地区教育事務

所　等

県中体連は「沖縄県中学校体育連盟ホームページ」に、関係資料を掲載

各地区中体連も「各地区中体連ホームページ」に、大会要項等の関係資料を掲載

9月下旬

から

参加を希望する地域クラブ活動は、登録認定申請書を地区中体連にメール提出

　➽ 申請〆切：各地区ホームページをご覧ください。

※メール送信した際は、届いているか確認の電話をする。（※各地区中体連へ電話をする。）



◎

◎

◎

◎

個人 団体

1 ｻｯｶｰ △

地域クラブ活動（運営団体・母体とな
るクラブ）としてU15ﾁｰﾑがｸﾗﾌﾞﾕｰｽ連
盟に加盟していないこと。（ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ
連盟に所属しているｸﾗﾌﾞ内からは、
U15ﾁｰﾑ及びｾｶﾝﾄﾞﾁｰﾑも参加できない）

JFAﾁｰﾑ登録
※ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ連盟に加盟
していないこと。

どちらでも◯

2 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ ◯

日本協会が主催する全国ｸﾗﾌﾞ大会およ
び予選大会（地区大会含む）に参加し
た場合は中学校体育連盟が主催する大
会への出場は認めない。

日本ハンドボール協会
へのチーム・個人登録

どちらでも◯ ●参加地区は、日本ハンドボール協会への登録の際に
チームの所在地を入力した場所とする。

3 軟式野球 ◯
原則として同一市町村の中学校に在籍
する生徒で編成されていること

一般社団法人沖縄県野
球連盟への加盟

①日本スポーツ協会公認コーチ１
（軟式野球）
②日本スポーツ協会公認コーチ３
（軟式野球）
③ BFJ 公認野球指導者基礎Ⅰ（U-
15）
※ 監督の保有を必須とするが、保有
していない場合には、コーチが日常
的に指導に関わり、メンバー登録さ
れる者のうち最低１名の保有を必須
とする。

●選手の引率は監督、コーチ、代表者等３名以内とす
る。
●大会運営、審判員派遣の依頼に対応できる人員を確
保している。
●審判員については、「一般財団法人全日本野球協会
ｱﾏﾁｭｱ野球規則委員会公認3級審判員」以上の保有を必
須とする。

複数チームの監督登録はできません。

令和６年度　各地区中学校新人体育大会　地域クラブ活動の参加資格の特例　各競技細則   　　Ｒ６.９.６現在

団体出場の条件
地域クラブ活動の

協会・連盟登録の義務
指導者の公認
資格の有無

その他の条件競技名

地域スポーツ団体
等の参加
○参加を認める
△条件付きで認める

同一人物が複数チームで参加したり、複数競技に参加することはできません。

関係中学校（校長）や市町村教育委員会との連携を密にして取り組むようお願いします。

【共通事項】

同一団体から複数チームの参加はできません。※柔道（女子）は除く



個人 団体

団体出場の条件
地域クラブ活動の

協会・連盟登録の義務
指導者の公認
資格の有無

その他の条件競技名

地域スポーツ団体
等の参加
○参加を認める
△条件付きで認める

4 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ○

●所在地が明確であること
●募集要項やホームページ等で公募し
ていること
●日常持続的に（週単位）に練習して
いる場所と所在地が一致しているこ
と。
●中学校の部活動ﾁｰﾑが大会に参加す
る場合、その中学校の生徒のみで編成
された地域クラブ活動の参加は認めな
い。

JVA-MRSへのチーム・
個人登録
※個人登録に関しては
参加の承認後でも可と
する。

JSPO公認指導者資格（成人）

●一ヶ月以上の活動実績（登録申請日まで）があり、
「望ましい運動部活動を目指した活動方針」に準じた
活動を行っているチームや団体であること。
●チームや団体として規約があること。
●各種大会に大会役員として派遣できる指導者がいる
こと。
●ユニフォームは、日本中体連バレーボール競技部に
おける「全国大会参加チームのユニフォームの規定に
ついて」を厳守すること。

5 ｿﾌﾄﾃﾆｽ ○ △

地域移行モデル地区や自治体主導で地
域移行を進める為に発足した地域クラ
ブ活動、又は地域移行の受け皿となっ
ている地域クラブ活動とする。※詳細
は下記参照

日本ソフトテニス連
盟・沖縄県ソフトテニ
ス連盟への登録

（公財）日本スポーツ協会公認
「コーチ１以上」
※ただし、当該年度は取得中でも可

●団体と個人で異なる所属からの出場はできない。

6 卓球 ◯ △
学校に卓球部がなく、団体戦出場の登
録メンバーが同一学校に所属している
地域クラブ活動等は参加可。

日本卓球協会・沖縄県
卓球協会への登録

日本ｽﾎﾟｰﾂ協会公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者（卓
球公認コーチ１以上）を取得してい
ること（令和6年度末までに取得し、
資格取得者が必ず1名は在籍している
こと）

●個人：地区中体連大会を経て地区中体連会長の推薦
する個人とする。
※●個人戦の出場地区は在籍学校の地区から出場す
る。
●団体：卓球協会主催の予選会等経て協会会長の推薦
するチームとする。
※4月に行われる県中学校卓球選手権大会(案)で選出。
●中体連に登録段階で地域クラブか学校かを選択す
る。（※年度内での変更は認めない）
●地域クラブ活動の構成員は代表者、事務担当者、指
導者、所属中学生とする。所属中学生以外は20歳以上
の成人とする。
●団体と個人で異なる所属からの出場はできない。



個人 団体

団体出場の条件
地域クラブ活動の

協会・連盟登録の義務
指導者の公認
資格の有無

その他の条件競技名

地域スポーツ団体
等の参加
○参加を認める
△条件付きで認める

7 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ◯ △ 同一地区の中学校に在籍する生徒で編
成されていること。

日本バドミントン協
会・沖縄県協会への登
録

〇日本バドミントン協会公認審判員
資格３級以上を取得していること。
（取得が困難な場合は、各県の審判
講習会に参加すること）
〇Ｒ７年度末までに日本スポーツ協
会公認スポーツ指導者（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）
資格所持者が最低１名は所属してい
ること。※Ｒ８から必ず資格所持者
が最低１名は所属していること。

●個人戦は在籍学校の地区から出場する。
●団体戦は地域スポーツ団体等の所在する地区から出
場する。
●シングルス、ダブルスを兼ねて出場はできない
●団体と個人で異なる所属からの出場はできない。
●地域クラブ活動の構成員は、代表者・事務担当者
（日本ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会・都道府県協会登録の際の管理
者）・指導者・所属中学生とする。所属中学生以外
は、成人（20歳以上）とする。

8 柔道 ◯ ◯

●ﾁｰﾑとして「団体登録」を済ませて
いる。
　→団体戦に出場可
●競技者として「競技者登録」を済ま
せている。
　→個人戦に出場可

令和５年度期間内にお
いて、全日本柔道連盟
に加盟、登録を済ませ
ていること。届け出を
している所在地の市町
村で参加することがで
きる。

引率、監督、帯同コーチについて
は、全中大会において全柔連公認指
導者資格を有していなければならな
い。

●柔道修業期間を６か月以上経過した中学生のみ、大
会に参加することができる。
●地域クラブ活動の指導者は、各地区中体連が主催す
る説明会や研修会等に必ず出席するとともに、大会運
営に参加すること。
●団体と個人で異なる所属からの出場はできない。
●大会参加にあたり、上記参加資格特例条件に対し
て、虚偽、違反、逸脱行為が発覚した場合は、同一年
度の地域クラブ活動の大会参加資格を取り消し、チー
ム及び該当所属選手ともに令和6年度内の参加を認めな
い。
●地区大会を別競技で出場して敗退後の登録を認めな
い。



個人 団体

団体出場の条件
地域クラブ活動の

協会・連盟登録の義務
指導者の公認
資格の有無

その他の条件競技名

地域スポーツ団体
等の参加
○参加を認める
△条件付きで認める

9 剣道 ◯ △

【団体戦】
地域移行モデル地区や自治体主導で地
域移行を進める為に発足した地域クラ
ブ活動、又は地域移行の受け皿となっ
ている地域クラブ活動とする。※詳細
は下記参照

【個人戦】
原則として、学校に剣道部がなく地域
（町道場等）で活動している生徒の出
場を認める。

各市郡剣道連盟に登録 どちらでも◯
●所属する地域クラブ活動が登録する所在地の地区中
体連の予選会から参加することができる。
●団体と個人で異なる所属からの出場はできない。

10 空手道 ◯ ◯

●地区新人大会開催地区（国頭・宮
古・八重山）のみ出場可能。
●道場から出場する場合、所属する
道場の所在地の地区大会から出場可
能とする。

沖縄県空手道連盟に加盟
する団体
〈根拠〉
①沖縄県スポーツ協会に
加盟する空手道団体は
「沖縄県空手道連盟」の
みである。
➁中体連主催の空手道競
技大会は、全日本空手道
連盟のルール（競技規
定）を採用している。県
内で当該競技規定を採用
した競技大会を開催して
いるのは「沖縄県空手道
連盟」のみである。

選手及び監督は、（公財）全日本空
手道連盟に登録している会員である
こと。

●道場から出場する場合、所属する道場の所在地の地
区大会に出場可能とする。
●団体と個人で異なる所属からの出場はできない。
●道場から空手道競技に出場する場合、学校から他競
技への出場は不可とする。〈例〉空手道競技には道場
から出場し、他競技を学校で所属している部活動から
出場する。二重登録と捉える。

●地域移行モデル地区や自治体主体で地域移行を進めるために発足した地域クラブ活動
　⇒運動部活動の地域移行等に関する実践研究・実証事業の対象地区が該当する。ただし、地区は該当していても該当部活動が対象になっていない地区は該当しない。これとは別に、各市町
村が主導で地域移行を進めている場合にも該当する。
●地域移行の受け皿となっている地域クラブ活動
　⇒単独校での活動が困難であるなどの理由で日常的に活動が持続されており、複数校の生徒が参加する形態で活動している団体を意味する。あくまで地域移行の受け皿が主目的の団体を対
象としているため、複数校から一部の選手のみ選抜された形でのスポーツ団体を意味するものではない。学校単位での参加とする。

【バスケットボール、剣道（団体）、ソフトテニス（団体）の参加条件について（詳細）】


